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袋井市教育委員会 会議録（要旨）

会 議 名 平成27年３月 袋井市教育委員会 定例会

招 集 日 時 平成27年３月26日（木）午後１時30分

会 議 時 間 午後１時30分から午後５時５分まで（３時間35分）

場 所 袋井市役所302会議室

出 席 者 伊藤静夫 委員長

豊田君子 委員

前嶋康枝 委員

上原富夫 委員 （計：４人）

欠 席 者 無し

傍 聴 者 １人

当局出席者 鈴木典夫 教育長

西尾秀樹 教育部長

大野浩幸 教育企画課長

加藤貞美 学校教育課長

早川俊之 生涯学習課長

乗松里好 すこやか子ども課長

兼岡正利 袋井学校給食センター所長

大場義孝 中部学校給食センター所長

白畑信任 袋井図書館長兼浅羽図書館長

杉山明子 教育企画課課長補佐

（合計：10人）

会議に付した 別紙「平成27年３月 袋井市教育委員会定例会 議事日程」の

事件 とおり
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平成27年３月 袋井市教育委員会定例会 日程

日時：平成27年３月26日（木）午後１時30分開会

場所：袋井市役所 ３階 ３０２会議室

会 議 日 程

日程第１ 開 会

日程第２ 会議録署名委員の指名

日程第３ 12月定例会、１月定例会、２月定例会及び３月臨時会の会議録の承認

日程第４ 教育長報告

日程第５ 教育部月例事業報告

日程第６ 議 事（会議に付すべき事件）

(1) 議決事項

議第３号 袋井市教育委員会公告式規則の一部改正について

議第４号 袋井市教育委員会会議規則の一部改正について

議第５号 袋井市教育委員会事務局組織規則の一部改正について

議第６号 袋井市教育委員会教育長職務代理指定規則の廃止について

議第７号 袋井市教育委員会の教育長に対する事務委任規則の一部改正について

議第８号 袋井市教育委員会公印規則の一部改正について

議第９号 袋井市教育委員会傍聴規則の一部改正について

議第10号 袋井市史編さん委員会規則の一部改正について

議第11号 袋井市教育委員会辞令式に関する規程の一部改正について

議第12号 袋井市食物アレルギー対応委員会設置要綱の制定について

議第13号 袋井市立幼稚園保育料懇話会設置要綱の制定について

議第14号 袋井市立小中学校処務規程の一部改正について

(2) 協議事項

協第５号 学校医等の解職又は委嘱について

協第６号 市立学校、幼稚園等の衛生推進者の解任又は任命について

協第７号 市立学校、幼稚園等の防火管理者の解任又は任命について

協第８号 袋井市立公民館の防火管理者の解任について



- 3 -

協第９号 袋井市立学校給食センター運営協議会委員の委嘱又は任命について

協第10号 袋井市就学指導委員会委員の委嘱又は任命について

協第11号 袋井市立公民館長の解任について

協第12号 袋井市立公民館長の任命について

協第13号 袋井市立中央公民館管理人の任命について

協第14号 袋井市社会教育委員及び袋井市生涯学習推進会議委員の委嘱について

協第15号 袋井市少年補導センター運営協議会委員の委嘱又は任命について

協第16号 袋井市少年補導センター少年補導員の委嘱について

協第17号 袋井市スクールガードリーダーの委嘱について

協第18号 袋井市社会教育指導員の任命について

協第19号 袋井市公民館運営審議会委員の委嘱又は任命について

協第20号 袋井市月見の里学遊館運営協議会委員の委嘱について

協第21号 袋井市立図書館協議会委員の委嘱又は任命について

協第22号 袋井市文化財保護審議会委員の委嘱について

協第23号 袋井市歴史資料館運営委員の委嘱について

協第24号 袋井市学校結核対策委員会委員の委嘱について

協第25号 学校体育施設利用管理指導員の委嘱について

協第26号 平成26年度末人事異動に伴う袋井市教育委員会職員の任免について

(3) 報告事項

報第15号 袋井市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正に

ついて

報第16号 袋井市保育の実施に関する条例施行規則の廃止について

報第17号 袋井市立保育所保育料徴収規則の廃止について

報第18号 袋井市次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱の廃止について

報第19号 袋井市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

施行規則の制定について

報第20号 認定こども園（１号認定）に関わる保育料の変更について

報第21号 袋井市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部改正について

報第22号 袋井市保育の利用等に関する要綱の制定について

報第23号 袋井市保育ママ事業実施要綱の一部改正について
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報第24号 袋井市認証保育所保育料補助金交付要綱の一部改正について

報第25号 袋井市認証保育所運営費補助金交付要綱の一部改正について

報第26号 袋井市児童福祉法施行細則の一部改正について

報第27号 袋井市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部改正について

報第28号 袋井市地域子育て支援センター事業実施要綱の全部改正について

報第29号 袋井市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱の一部改正について

報第30号 袋井市社会教育委員会提言書の報告について

報第31号 平成26年度袋井市子ども読書活動計画指標調査結果について

報第32号 袋井市立公民館指導員・事務職員の報告について

報第33号 袋井市学術交流振興基金運営委員会委員の委嘱又は任命について

報第34号 平成26年度『袋井の学校教育』評価結果概要について

報第35号 台風等による暴風・大雨（洪水）警報、特別警報への対応について

報第36号 指定学区外就学及び区域外就学の許可について

報第37号 寄附品「書画カメラ」等の受納について

日程第７ その他

(1) 連絡事項

ア 袋井市立図書館だより「ふくぶっく」平成27年４月号

イ 平成27年度徳育推進の取組について

ウ 平成27年度袋井の教育（第一版）について

エ 平成26年度魅力ある学校づくり調査研究事業について

オ 平成26年度市長称揚の会について

カ 平成26年度チャレンジすまいる運動「健康マイレージ制度」の実施結果について

(2) 次回定例会等の予定について

４月教育委員会定例会 ４月24日（金）午後１時30分～（市役所３０２会議室）

(3) その他

日程第８ 閉 会
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平成27年３月 袋井市教育委員会定例会 会議録（要旨）

１ 開会

●教育委員長

それでは、ただ今から、平成27年３月袋井市教育委員会定例会を開会させていただき

ます。

２ 会議録署名委員の指名

●教育委員長

袋井市教育委員会会議規則第17条第２項の規定に基づき、前嶋康枝委員及び上原富夫

委員を指名します。

３ 12月定例会、１月定例会、２月定例会及び３月臨時会の会議録の承認

●委員長

12月定例会、１月定例会、２月定例会及び３月臨時会の会議録の承認でありますが、

既に会議録署名委員から署名をいただいておりますので、会議録は承認されております。

４ 教育長の報告

●主な報告事項

・市議会一般質問（３月３日～５日）

５ 教育部月例事業報告

●教育企画課

・新袋井フォーラム講座「遠州弁を楽しまいか」（２月28日）

・第２回袋井市立学校給食センター運営協議会（３月19日）

●学校教育課

・第８回学力向上推進委員会（２月23日）

・魅力ある学校づくり調査研究事業第２回連絡協議会（２月24日）

●生涯学習課

・静橋彫刻除幕式（３月13日）

・社会教育委員会提言書提出（３月17日）

・第２回袋井市立図書館協議会（３月18日）

・タイムカプセル出発式（３月25日）

６ 議事

【議決事項】

（１）議第３号 袋井市教育委員会公告式規則の一部改正について
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●教育企画課長

平成27年４月１日からの教育委員会制度の改正に伴い、袋井市教育委員会公告式規則

の一部を改正したいので協議します。新制度では、教育委員長が廃止され、教育長が教

育委員会の代表となり、教育委員長の職務を行うこととなります。これに伴い、教育委

員長を教育長に、教育委員長印を教育長印に改めます。また、上位法の地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の改正に伴い、条項ずれが生じますので、この部分について

も改正を行います。この規則の施行期日を平成27年４月１日としますが、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の附則で、教育長が在職する間は、

改正前の袋井市教育委員会会議規則の規程が効力を有するという経過措置を設けており

ますので、現教育長の任期が終了する平成29年５月18日までは、この経過措置を適用す

ることといたします。

［質疑・意見］

異議無し。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

（２） 議第４号 袋井市教育委員会会議規則の一部改正について

●教育企画課長

教育委員会制度の改正に伴い、袋井市教育委員会会議規則の一部を改正したいので協

議します。条文中の委員長の選挙を削除し、委員長を教育長に、委員長職務代理者を教

育長職務代理者に改めます。そのほか、委員長の廃止に伴う改正については、新旧対照

表をご覧ください。なお、この規則につきましても、経過措置を設けます。

［質疑・意見］

異議無し。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

（３） 議第５号 袋井市教育委員会事務局組織規則の一部改正について

●教育企画課長

袋井市教育委員会事務局組織規則の一部を改正したいので協議します。教育委員会制

度の改正、子ども・子育て支援法の施行及び事務局の事務分掌の見直しに伴い所要の改

正を行うものです。事務分掌の改正につきましては、教育企画課、すこやか子ども課に

ついて改正を行います。詳細については、新旧対照表をご覧ください。
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［質疑・意見］

異議無し。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

（４） 議第６号 袋井市教育委員会教育長職務代理指定規則の廃止について

●教育企画課長

袋井市教育委員会教育長職務代理指定規則を廃止したいので協議します。教育委員会

制度の改正に伴い、規則で定める必要が無くなったため廃止します。この規則につきま

しても、経過措置を設けます。

［質疑・意見］

異議無し。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

（５）議第７号 袋井市教育委員会の教育長に対する事務委任規則の一部改正について

●教育企画課長

袋井市教育委員会の教育長に対する事務委任規則の一部を改正したいので協議します。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、条項ずれが生じますので、こ

の部分について改正を行います。

［質疑・意見］

異議無し。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

（６）議第８号 袋井市教育委員会公印規則の一部改正について

●教育企画課長

教育委員会制度の改正に伴い、袋井市教育委員会公印規則の一部を改正したいので協

議します。条文中の教育委員会委員長印と教育委員会委員長職務代理者印を削ります。

この規則につきましても、経過措置を設けます。

［質疑・意見］

異議無し。
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●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

（７） 議第９号 袋井市教育委員会傍聴規則の一部改正について

●教育企画課長

教育委員会制度の改正に伴い、袋井市教育委員会傍聴規則の一部を改正したいので協

議します。条文中の教育委員長を教育長に改めます。なお、この規則につきましても経

過措置を設けます。

［質疑・意見］

異議無し。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

（８） 議第10号 袋井市史編さん委員会規則の一部改正について

●教育企画課長

教育委員会制度の改正に伴い、袋井市史編さん委員会規則の一部を改正したいので協

議します。条文中の教育委員長を削ります。なお、この規則につきましても経過措置を

設けます。

［質疑・意見］

異議無し。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

（９） 第11号 袋井市教育委員会辞令式に関する規程の一部改正について

●教育企画課長

教育委員会制度の改正に伴い、袋井市教育委員会辞令式に関する規程の一部を改正し

たいので協議します。条文中の教育長の辞令式を削ります。

［質疑・意見］

異議無し。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。
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（10） 議第12号 袋井市食物アレルギー対応委員会設置要綱の制定について

●教育企画課長

袋井市食物アレルギー対応委員会設置要綱を制定したいので協議します。この要綱に

ついては、教育委員会２月定例会で、原案の協議をさせていただいており、その時と内

容は、同じです。

［質疑・意見］

異議無し。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

（11） 議第13号 袋井市立幼稚園保育料懇話会設置要綱の制定について

●すこやか子ども課長

子ども・子育て支援法により、国の基準を上限として、所得階層毎に幼稚園保育料を

定めることになりました。保育料のあり方について広く意見を求め検討を行うために、

懇話会を設置します。懇話会の設置要綱を定めたいので協議します。懇話会は、委員10

人以内で組織し、学識経験者、教育関係者のほか、保護者、市民や労働者の代表者で組

織します。任期は、委嘱の日から幼稚園保育料に係る検討が終了するまでとします。

［質疑・意見］

●教育委員長

懇話会は、誰に意見を報告するのですか。

●すこやか子ども課長

市長に意見を報告していただきます。

●上原委員

懇話会では、話し合うファクターをある程度決めておくと良いと思います。近隣市の

保育料の趨勢や子どもを預ける親の状況などを把握しておき、市としての考え方を出し

ていくことも必要です。委員が意見を出しやすい会議にして欲しいと思います。単に保

育料の金額を決めるだけの会議ではなく、このような保育をするから、保育料はどうし

たらいいかという意見をもらうべきだと思います。

●教育部長

国の基準を基に、保護者の負担軽減を行いたいと考えております。少人数教育や支援

員をつけて、きめ細かく教育を行うなどの運営方針を示していきたいと考えております。

●上原委員

保育料が安ければいいというのではなく、少し高くても、保育のこの部分を良くして

いくという前提で話し合ってもらいたいと思います。

●前嶋委員

市の教育理念であります「心ゆたかな人づくり」の根本は、幼稚園教育にあると思い
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ます。是非、幼児教育の充実に繋がる話し合いをしていただきたいと思います。

●教育委員長

この会議は、何回開催するのですか。

●すこやか子ども課長

４回開催したいと考えております。

●教育委員長

教育委員の意見も市長への報告の中に入れて欲しいと思います。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

（12）議第14号 袋井市立小中学校処務規程の一部改正について

●学校教育課長

袋井市立小中学校処務規程を一部改正したいので協議します。短期介護休暇が新設さ

れたため、また、営利企業等従事申請書及び兼職・兼業承認申請書に現在承認欄がない

ため、袋井市立小中学校処務規程の様式の改正が必要になりました。改正後の様式につ

いては、資料をご覧ください。、

［質疑・意見］

●上原委員

短期介護休暇の取得事由は、決まっていますか。

●学校教育課長

取得事由は、決められております。

●教育委員長

本案は、原案のとおり議決することにいたします。

【協議事項】

（１） 協第５号 学校医等の解職又は委嘱について

●教育企画課長

学校医、学校薬剤師、幼稚園医及び幼稚園薬剤師について、校長、園長から教育委員

会に推薦がありました。平成27年３月31日付けで、山名診療所の加藤一暁さん、民生堂

薬局浅羽支店の鈴木茂樹さんほか７人を解職し、山名診療所の藤井一彦さん、あすなろ

森川薬局の大平陽子さんほか７人に委嘱したいので協議します。

［質疑・意見］

無し
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●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（２）協第６号 市立学校、幼稚園等の衛生推進者の解任又は任命について

●教育企画課長

労働安全衛生法では、常時10人以上50人未満の職員が勤務している施設には、衛生推

進者の配置が定められています。公立小中学校は教頭、学校給食センターは所長を充て

ることとしております。本年度末の人事異動により変更が生じた学校と学校給食センタ

ーについて、平成27年３月31日付けで解任し、平成27年４月１日付けで新しい方に委嘱

したいので協議します。

［質疑・意見］

●上原委員

衛生推進者は、資格が必要ですか。

●教育企画課長

施設や職員の管理を行った経験のある者は、資格有りと認められます。

●教育部長

実際には、資格取得講習を受けた方が良いと考えております。

●上原委員

衛生推進者の業務は決められていますか。業務記録をつけますか。

●教育企画課長

安全衛生に関する８項目の業務が決められております。業務記録はつけておりません。

●上原委員

衛生管理を計画的に推進して欲しいと思います。

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（３）協第７号 市立学校、幼稚園等の防火管理者の解任又は任命について

●教育企画課長

消防法に基づき、小中学校、市立幼稚園及び学校給食センターに防火管理者を置き、

教頭、学校給食センター所長を充てております。教頭がいない園については、園長を充

てております。また、教頭が防火管理者の資格を持っていない場合は、資格を取るまで、

資格を持っている校長、園長を充てております。学校給食センターの所長が防火管理者

の資格を持っていない場合は、資格を取るまで、他の学校給食センターの所長を当てて

おります。本年度末の人事異動により変更が生じた学校、園及び学校給食センターにつ

いて、平成27年３月31日付けで解任し、平成27年４月１日付けで新しい方に委嘱したい

ので協議します。
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［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（４）協第８号 袋井市立公民館の防火管理者の解任について

●生涯学習課

笠原公民館は、館長が防火管理者になっております。

館長が平成27年３月31日に辞職するため、同日付けで防火管理者を解任したいので協

議します。

［質疑・意見］

●教育委員長

笠原公民館の防火管理者を生涯学習課の職員が兼務できませんか。

●生涯学習課長

生涯学習課の中に防火管理者の資格を持つ者がおりませんので、兼務できません。新

しい館長に防火管理者の資格を取ってもらい次第、委嘱を行いたいと考えております。

●上原委員

生涯学習課の職員も講習を受けて、職員のうち誰か一人が資格を持っているようにし

たほうが良いと思います。

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（５）協第９号 袋井市立学校給食センター運営協議会委員の委嘱又は任命について

●教育企画課長

袋井市立学校給食センター運営協議会委員については、任期が１年となっております。

平成27年４月１日付けで委嘱又は任命したいので協議します。委員９人の内、学校医代

表の伊藤政孝さんと教育委員会が必要と認める者の向山貴子さんの２人は決まっていま

す。残りの７人については、団体の代表にお願いするのですが、現時点で、代表の方が

決まっておりませんので、決まり次第、今後の定例会で報告します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。
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（６）協第10号 袋井市就学指導委員会委員の委嘱又は任命について

●学校教育課長

袋井市就学指導委員会委員については、任期が１年となっております。平成27年４月

１日付けで委嘱又は任命したいので協議します。委員20人の内、３人については決まっ

ていますが、残りの福祉行政関係者と学校関係者17人については、決定が４月１日以降

になりますので、決まり次第、今後の定例会で報告します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（７）協第11号 袋井市立公民館長の解任について

●生涯学習課長

袋井市立公民館長の任期は２年となっていますが、任期途中で笠原公民館長の神谷宏

さんから、辞職願いがありました。平成27年３月31日付けで公民館長を解職したいので

協議します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（８）協第12号 袋井市立公民館長の任命について

●生涯学習課長

袋井西公民館の安間孝雄館長、袋井南公民館の寺田隆館長を再任し、山名公民館の館

長に小林穂さんを新任したいので協議します。任期は、平成27年４月１日から平成29年

３月31日までです。

平成27年３月31日に任期途中で解職となる。笠原公民館の神谷宏館長の後任に、小川

保さんを任命したいので、協議します。任期は、平成27年４月１日から平成28年３月31

日までです。

［質疑・意見］

無し
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●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（９）協第13号 袋井市立中央公民館管理人の任命について

●生涯学習課長

袋井市立中央公民館管理人については、平成27年３月31日で任期が満了します。後任

として、公認竹原秀明さんを任命したいので協議します。任期は、平成27年４月１日か

ら平成28年３月31日までです。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（10）協第14号 袋井市社会教育委員及び袋井市生涯学習推進会議委員の委嘱について

●生涯学習課長

袋井市社会教育委員及び袋井市生涯学習推進会議委員については、任期が２年となっ

ており、平成27年３月31日で任期が満了します。平成27年４月１日付けで委嘱したいの

で協議します。委員11人の内８人については決っていますが、残りの３人については、

袋井特別支援学校長、市校長会、市ＰＴＡ連絡協議会からの代表となります。決まり次

第、今後の定例会で報告します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（11）協第15号 袋井市少年補導センター運営協議会委員の委嘱又は任命について

●生涯学習課長

袋井市少年補導センター運営協議会委員については、任期が１年となっております。

平成27年４月１日付けで委嘱又は任命したいので協議します。委員10人の内、６人につ

いては決まっていますが、残りの学校関係者４人については、決定が今月末になります

ので、決まり次第、今後の定例会で報告します。

［質疑・意見］

無し
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●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（12）協第16号 袋井市少年補導センター少年補導員の委嘱について

●生涯学習課長

袋井市少年補導センター少年補導員については、任期が１年となっております。平成

27年４月１日付けで委嘱したいので協議します。委員97人の内、12人については、決ま

り次第、今後の定例会で報告します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（13）協第17号 袋井市スクールガードリーダーの委嘱について

●生涯学習課長

袋井市スクールガードリーダーについては、任期が１年となっております。海野純さ

んと成瀬弘史さんを再任したいので、協議します。

［質疑・意見］

無し。

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（14）協第18号 袋井市社会教育指導員の任命について

●生涯学習課長

袋井市社会教育指導員については、任期が１年となっております。平成27年４月１日

付けで、乗松和雄さんと鳥井由美子さんを再任したいので、協議します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。
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（15）協第19号 袋井市公民館運営審議会委員の委嘱又は任命について

●生涯学習課長

袋井市公民館運営審議会委員については、任期が２年となっており、平成27年３月31

日で任期が満了します。平成27年４月１日付けで委嘱又は任命したいので協議します。

委員15人の内13人については決まっていますが、残りの２人については、校長会及び幼

稚園長会からの推薦が４月１日以降になりますので、決まり次第、今後の定例会で報告

します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（16）協第20号 袋井市月見の里学遊館運営協議会委員の委嘱について

●生涯学習課長

袋井市月見の里学遊館運営協議会委員については、任期が２年となっており、平成27

年３月31日で任期が満了します。平成27年４月１日付けで委嘱又は任命したいので協議

します。委員10人の内８人については決まっていますが、残りの人については、決まり

次第、今後の定例会で報告します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（17）協第21号 袋井市立図書館協議会委員の委嘱又は任命について

●生涯学習課長

袋井市立図書館協議会委員については、任期が２年となっており、平成27年３月31日

で任期が満了します。平成27年４月１日付けで委嘱又は任命したいので協議します。委

員10人の内４人については決まっていますが、残りの学校教育関係者等の６人について

は、決まり次第、今後の定例会で報告します。

［質疑・意見］

無し
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●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（18）協第22号 袋井市文化財保護審議会委員の委嘱について

●生涯学習課長

袋井市文化財保護審議会委員については、任期が２年となっており、平成27年３月31

日で任期が満了します。平成27年４月１日付けで13人を委嘱したいので協議します。委

員13人の２人は新任、11人は再任です。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（19）協第23号 袋井市歴史資料館運営委員の委嘱について

●生涯学習課長

袋井市歴史資料館運営委員については、任期が２年となっており、平成27年３月31日

で任期が満了します。平成27年４月１日付けで委嘱したいので協議します。委員８人の

内、３人は新任で、４人は再任です。学校代表１人は決まり次第、今後の定例会で報告

します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（20）協第24号 袋井市学校結核対策委員会委員の委嘱について

●学校教育課長

袋井市学校結核対策委員会委員については、任期が１年となっております。平成27年

４月１日付けで委嘱したいので協議します。委員８人の内、４人については決まってい

ますが、残りの校長会代表、養護教諭代表等の４人については、決定が４月１日以降に

なりますので、決まり次第、今後の定例会で報告します。

［質疑・意見］

無し
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●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（21）協第25号 学校体育施設利用管理指導員の委嘱について

●教育企画課長

学校体育施設利用管理指導員については、任期が１年となっております。平成27年４

月１日付けで委嘱したいので協議します。袋井地区については、小中学校ごとの体育施

設利用委員会から、浅羽地区については、浅羽地区学校体育施設利用委員会から委員を

選出しております。委員15人の内、新任が３人、再任が12人です。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

（22）協第26号 平成26年度末人事異動に伴う袋井市教育委員会職員の任免について

●教育企画課長

平成27年４月１日付、人事異動調書のとおり内示がありましたので、教育委員会職員

の任免について協議します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり承認することにいたします。

【報告事項】

（１） 報第15号 袋井市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正

について

●教育企画課長

袋井市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正したので報告し

ます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、条項ずれが生じますの

で、この部分についての改正となります。市議会２月定例会に議案を上程し可決されま

したので、平成27年４月１から施行します。
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［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（２） 報第16号 袋井市保育の実施に関する条例施行規則の廃止について

●すこやか子ども課長

保育の実施に関する事項が、子ども・子育て支援法施行規則で定められることになり

ました。これに伴い、市が条例施行規則で定める必要がなくなりましたので、袋井市保

育の実施に関する条例施行規則を平成27年３月31日で廃止いたします。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（３）報第17号 袋井市立保育所保育料徴収規則の廃止について

●すこやか子ども課長

保育所保育料の徴収に関する事項が、子ども・子育て支援法施行規則で定められるこ

とになりました。これに伴い、市が保育料徴収規則を定める必要がなくなりましたので、

袋井市保育所保育料徴収規則を成27年３月31日で廃止いたします。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（４）報第18号 袋井市次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱の廃止について

●すこやか子ども課長

袋井市次世代育成支援行動計画策定委員会が、子ども・子育て会議に引き継がれるこ

とになりましたので、設置要綱を平成27年３月31日で廃止いたします。

［質疑・意見］

無し
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●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（５） 報第19号 袋井市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条

例施行規則の制定について

●すこやか子ども課長

袋井市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の施行に関し、

必要な事項を定めるため、同条例施行規則を制定します。利用者負担額は、別表のとお

りです。この規則は、平成27年４月１日から施行します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（６）報第20号 認定こども園（１号認定）に関わる保育料の変更について

●すこやか子ども課長

平成27年度から、認定こども園の１号認定に関わる市民税非課税世帯の保育料を、

4,100円から3,000円に引き下げ、国の基準と同じにします。詳細は別紙のとおりです。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（７）報第21号 袋井市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部改正について

●すこやか子ども課長

袋井市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正し、別表のとおり減免限度額を

拡大いたします。平成27年４月１日から施行します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。
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（８） 報第22号 袋井市保育の利用等に関する要綱の制定について

●すこやか子ども課長

子ども・子育て支援法施行規則に定める保育を必要とする事由のある小学校就学前の

子どもの保育の利用に関して必要な事項を定めるため、袋井市保育の利用等に関する要

綱を制定します。平成27年４月１日から施行します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（９）報第23号 袋井市保育ママ事業実施要綱の一部改正について

●すこやか子ども課長

子ども・子育て新制度により、地域型保育として保育ママ事業を実施するため、袋井

市保育ママ事業実施要綱の一部を改正します。平成27年４月１日から施行します。詳細

については、要綱の新旧対照表をご覧ください。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（10）報第24号 袋井市認証保育所保育料補助金交付要綱の一部改正について

●すこやか子ども課長

袋井市認証保育所保育料補助金交付要綱の一部を改正します。補助対象となる世帯の

階層区分を変更します。詳細については、要綱の新旧対照表をご覧ください。平成27年

４月１日から施行します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（11）報第25号 袋井市認証保育所運営費補助金交付要綱の一部改正について
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●すこやか子ども課長

袋井市認証保育所運営費補助金交付要綱の一部を改正します。子ども・子育て支援法

施行規則に基づく改正となります。平成27年４月１日から施行します。。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（12）報第26号 袋井市児童福祉法施行細則の一部改正について

●すこやか子ども課長

児童福祉法の改正により、袋井市児童福祉法施行細則の一部を改正します。条文中の

所要の改正と様式の改正を行います。平成27年４月１日から施行します。。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（13）報第27号 袋井市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部改正について

●すこやか子ども課長

児童福祉法の改正により袋井市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正します。

袋井市子ども・子育て支援条例に記載した内容については、要綱から削除します。平成

27年４月１日から施行します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（14）報第28号 袋井市地域子育て支援センター事業実施要綱の全部改正について

●すこやか子ども課長

袋井市地域子育て支援センター事業実施要綱の全部改正を行います。従来から実施し

ている地域子育て広場を加え、事業内容を規定します。平成27年４月１日から施行しま

す。
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［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（15）報第29号 袋井市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱の一部改正について

●すこやか子ども課長

袋井市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱の一部を改正します。国が定める「放

課後子どもプラン推進事業」の名称が「放課後子ども総合プラン推進事業」に改められ

たため、所要の改正を行うものです。平成27年４月１日から施行します。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（16）報第30号 袋井市社会教育委員会提言書の報告について

●生涯学習課長

３月17日に、社会教育委員会委員長から教育長に、別添の袋井市社会教育委員会提言

書が提出されましたので報告します。平成25年度、26年度の研究に基づく提言です。社

会教育における家庭教育の在り方をテーマとしてまとめました。夢ある子育てができる

「まち」づくりに向けて、５つの提案を行い、学校、家庭、地域が互いに連携し協力し

ながら地域教育力の再生を目指していくことを提言しております。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（17）報第31号 平成26年度袋井市子ども読書活動計画指標調査結果について

●袋井図書館長

子ども読書活動推進計画に掲載している４項目の指標について、幼稚園、保育所の家

庭と小学生・中学生に調査し結果をまとめました。週に一度は家庭で本に親しむ子ども

の割合は、幼稚園、保育園、小学２年生、小学４年生については、目標を上回りました
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が、中学２年生については、目標を下回りました。全学年では、目標の80％に対して平

均84.1％となり目標を達成しました。１ヶ月の子どもの読書冊数、子ども読書の日にか

かる読書啓発活動、読書週間にかかる読書啓発活動の３項目については目標を達成しま

した。

［質疑・意見］

●前嶋委員

２歳児を対象とした第２段階目のブックスタートを実施できますか。

●袋井図書館長

２歳児への図書の配布については、予算が確保できず実施できません。

●教育委員長

本案を原案のとおり了承することにいたします。

（18）報第32号 袋井市立公民館指導員・事務職員の報告について

●生涯学習課長

袋井市立公民館指導員・事務職員については、雇用期間を１年間としています。指導員は、

新任が２人、再任が11人となります。事務員については、新任が３人、再任が12人がとなり

ます。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案を原案のとおり了承することにいたします。

（19） 報第33号 袋井市学術交流振興基金運営委員会委員の委嘱又は任命について

●生涯学習課長

袋井市学術交流振興基金運営委員会委員については、任期が２年となっており、平成

27年３月31日で任期が満了します。平成27年４月１日付けで委嘱又は任命するので報告

します。委員４人は再任、２人が新任となります。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案を原案のとおり了承することにいたします。
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（20）報第34号 平成26年度『袋井の学校教育』評価結果概要について

●学校教育課長

平成26年度の学校教育に関する意識調査と事業等調査を行い結果を取りまとめました

ので報告します。意識調査については、基本計画で定めている６項目の徳育、知育、体

育、子ども一人ひとりが抱える教育的ニーズに応じた支援、家庭・地域と学校及び学校

間などの双方向の関係を大切にした教育活動の推進、「授業力」・「子ども理解力」を備え

た「頼もしい教職員・信頼される教職員」の肯定率を調べました。事業等調査について

は、子ども発達支援トータルサポート事業、教育支援センター事業、初期支援教室、保

幼小中連携のあり方、教育支援事業、学力向上対策事業について調べました。それぞれ

の結果と質問に対する意見については、一覧表のとおりです。

［質疑・意見］

●上原委員

この学校教育評価結果を各学校に配布しますか。

●学校教育課長

市内全小・中学校に配布しました。

●上原委員

子どもの評価と教師の評価にギャップがあるものについては、再調査して、生の声を

出してもらったらいかがですか。

●学校教育課長

いろいろな声や情報を収集して、意見を生かせるようにしていきたいと思います。

●教育委員長

本案を原案のとおり了承することにいたします。

（21） 報第35号 台風等による暴風・大雨（洪水）警報、特別警報への対応について

●学校教育課長

小中学校における台風等による暴風・大雨洪水警報、特別警報への対応基準を、４月

１日から変更します。現在、２つの警報が発令された場合に自宅待機としていましたが、

１つの警報だけでも自宅待機とすることにします。また、登校は、午前11時までに警報

が解除された場合としていましたが、10時までに警報が解除された場合に変えました。

放課後児童クラブの対応についても、対応基準に加えました。

［質疑・意見］

無し
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●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（22） 報第36号 指定学区外就学及び区域外就学の許可について

●学校教育課長

平成26年４月から平成26年12月までに許可をした指定学区外就学児童生徒は小学生が、

57人、中学生が27人でした。また、区域外就学児童生徒は小学校・中学校合わせて33人

でしたので報告します。学校別学年別の詳細については、一覧表のとおりです。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案は、原案のとおり了承することにいたします。

（23） 報第37号 寄附品「書画カメラ」等の受納について

●教育企画課長

６件の寄付申し込みがありましたので、報告します。袋井中学校教育振興会から袋井

中学校に、書画カメラ１台の寄付申し込みがありました。ＪＡ遠州中央浅羽女性部から

浅羽地区の幼稚園に、手作りお手玉の寄付申し込みがありました。若草幼稚園ＰＴＡか

ら若草幼稚園に、耕耘機１台の寄付申し込みがありました。川上和佳さんから浅羽北幼

稚園に、園庭で使用する園児用作業台の寄付申し込みがありました 浅羽南幼稚園ＰＴＡ

から、浅羽南幼稚園に、パラバルーン蛍光ミックス１個、屋外用遊具１台の寄付申し込

みがありました。袋井地区労働者福祉協議会から市内の放課後児童クラブに、児童用図

書18冊の寄付申し込みがありました。

［質疑・意見］

無し

●教育委員長

本案を原案のとおり了承することにいたします。

７ その他

各課から配付資料等に基づき報告があった。

●袋井図書館

袋井市立図書館だより「ふくぶっく」平成27年４月号

●教育企画課長
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平成27年度徳育推進の取組について

平成27年度袋井の教育（第一版）について

平成26年度健康チャレンジすまいる運動「健康マイレージ制度」の実施結果につ

いて

●学校教育課長

平成26年度魅力ある学校づくり調査研究事業について

平成26年度市長称揚の会について

８ 閉会

（午後５時５分閉会）


